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第６９回宇都宮市都市計画審議会議事録 

 

平成２９年７月２１日（金）  

午後１：３０～  

宇都宮市役所  １４Ａ会議室  

出席委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欠席委員  

 

出席幹事  

（常任幹事）  

 

 

 

 

（臨時幹事）  

 

 

 

 

 

事務局  

 

1 号委員  

菊池昭吾委員，横尾昇剛委員  

相良利和委員，蟹江教子委員  

大森宣暁委員，森岡正行委員        （６名）  

 

 

2 号委員  

篠﨑圭一委員，舟本肇委員  

櫻井啓一委員，今井恭男委員       （４名）  

 

 

3 号委員  

荒井忠雄委員，横田英雄委員  

佐藤雅人委員（代理）          （３名）  

                (計１３名 )

 

岡田豊子委員，里村佳行委員       （２名）      

 

                       

福原悟幹事，高橋功幹事  

神谷良範幹事，岡嶋清彦幹事  

大根田清次幹事，青柳高行幹事  

高橋裕司幹事                       （７名）  

 

平手義章幹事  

松本朝行幹事  

桐原弘臣幹事  

宇梶智久幹事  

橋本敦生幹事              （５名）  

 

金田昌幸書記，神山浩幸書記  

上田英夫書記                     （３名）  
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金田書記  

 

（資料確認）  

金田書記  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金田書記  

 

 

 

 

福原部長  

 

（委員紹介）  

金田書記  

 

 

 

 

 

 

《開会前》  

本日は，お忙しい中御出席いただきまして，まことにあり

がとうございます。  

 

それでは，開会に先立ちまして，本日の会議資料について

確認させていただきます。  

資料としては，事前にお送りしております，  

①  第６９回宇都宮市都市計画審議会 次第  

②  議案第１号  宇都宮都市計画ごみ処理場の変更  

③  議案第２号  立地適正化計画について  

④  議案第３号  市街化調整区域の整備及び保全の方針に

ついて  

 

本日机上に配布させていただきました  

⑤  説明資料２ -２  居住誘導区域の範囲イメージについて

⑥  市街化調整区域に立地する小学校勢圏図  

⑦  宇都宮市都市計画マスタープランの改定について  

⑧  参考２－２  まちなか居住エリア（居住誘導区域）  

 

以上の資料となっております。   

不足しているものがありましたら，お知らせください。  

よろしいでしょうか。  

 

 

それでは，このたび新たに第１号委員として農業委員会よ

り相良委員，第２号委員として宇都宮市議会から篠﨑委員と

櫻井委員が就任されましたので，この場をお借りして，委嘱

状をお渡ししたいと思います。  

 

（委嘱状交付）  

 

 

続きまして，ここで改めて委員の皆様の御紹介と，幹事・

事務局職員の紹介をさせていただきます。  

お手元の「宇都宮市都市計画審議会委員名簿」を御覧くだ

さい。  

はじめに，第１号委員として，学識経験者のお立場で御出

席いただいております，  

菊池昭吾委員です。  
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金田書記  

 

 

横尾昇剛委員です。  

岡田豊子委員ですが，本日は所用により欠席となっており

ます。  

相良利和委員です。  

蟹江教子委員です。  

大森宣暁委員です。  

里村佳行委員ですが，本日は所用により欠席となっており

ます。  

森岡正行委員です。  

 

次に，第２号委員として，宇都宮市議会から御出席いただ

いております，  

篠﨑圭一委員です。  

舟本肇委員です。  

櫻井啓一委員です。  

今井恭男委員です。  

 

続きまして，第３号委員といたしまして，関係行政機関か

ら御出席いただいております委員を御紹介いたします。  

荒井忠雄委員です。  

横田英雄委員です。  

佐藤雅人委員ですが，所用により欠席ということで代理の

南條氏に出席いただいております。  

 

続きまして，幹事および事務局職員を紹介いたします。  

まず幹事の紹介をいたします。  

 

（自己紹介）  

都市整備部長の福原です。  

都市整備部次長の高橋です。  

地域政策室長の神谷です。  

環境政策課長の岡嶋です。  

農業企画課長の大根田です。  

技術監理課長の青柳です。  

都市計画課長の高橋です。  

 

続きまして，本日の審議にあたり臨時幹事が出席しており

ますので紹介いたします。  

（自己紹介）  



 
 

 - 4 - 

 

 

 

 

 

 

金田書記  

 

 

 

 

 

１．開会  

金田書記  

 

 

 

 

２．挨拶  

大森議長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(会議の成立 ) 

大森議長  

 

 

神山書記  

 

 

 

 

（会議の公開） 

LRT まちづくり担当参事の平手です。  

市街地整備課長の松本です。  

ごみ減量課長の桐原です。  

廃棄物施設課長の宇梶です。  

消防局総務課長の橋本です。  

 

続きまして，事務局職員の紹介をいたします。  

（自己紹介）  

都市計画グループ係長の神山です。  

同じく都市計画グループ係長の上田です。  

最後に私，都市計画課長補佐の金田です。  

よろしくお願いいたします。  

 

それでは，只今から「第６９回宇都宮市都市計画審議会」

を開会いたします。  

ここからの進行は，大森会長にお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。  

 

 

それでは，只今より，  

第 ６ ９ 回 宇 都 宮 市 都 市 計 画 審 議 会 を 開 催 し た い と 思 い ま

す。  

開会にあたりまして，一言御挨拶申し上げます。  

 本日は議案が３つ程ございますが，２つ目と３つ目は非公

開となっておりますので，改めてご了承願います。  

 本日から初めて出席される委員の皆さまもいらっしゃいま

すが，慎重な審議と円滑な進行にご協力頂ければと思います。

どうぞ，よろしくお願いいたします。  

 

 

それでは，はじめに，本会の成立について，事務局より報

告をお願いします。  

 

本日の会議でございますが，現在出席委員は１３名でござ

います。これは，当審議会条例第６条にございます「審議会

は委員の過半数をもって開催する」旨を満たしておりますの

で，会議の成立を御報告いたします。  
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大森議長  

 

 

神山書記  

 

 

 

 

 

 

大森議長  

 

 

 

各委員  

 

大森議長  

 

 

 

（傍聴者）  

大森議長  

 

 

神山書記  

 

大森議長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして，本日の会議の公開について，事務局から御説

明をお願いします。  

 

本日の会議は議案が３件ございますが，そのうち，議案第

２号「立地適正化計画」と議案第３号「市街化調整区域の整

備及び保全の方針」は，宇都宮市情報公開条例第７条第５号

に規定する意思形成過程に関する情報に該当し，非公開情報

となることから，当該審議に係る部分を非公開としたいと思

っております。  

 

ただいま事務局から説明がありましたが，本日の会議は，

議案第２号と議案第３号につきましては「非公開」というこ

とでよろしいでしょうか。  

 

意義なし。  

 

ありがとうございます。  

なお，議案第２号と議案第３号の資料につきましては審議

終了後に事務局より回収となりますので，ご了承ください。

 

 

続きまして，本日の傍聴者について，事務局より報告をお

願いします。  

 

本日の会議につきましては，傍聴者はございません。  

 

それでは，議事に入りたいと思いますが，その前に現在，

会長職務代理者が不在となっておりますので，会長職務代理

者を選任したいと思います。  

当審議会条例第５条に  

「委員のうちから，会長があらかじめ指名する」旨，定め

られておりますことから，まことに僭越ながら，私から指名

させていただきます。  

本審議会は，本市の特徴を反映しながら適正で迅速な調査

審議を行っていく必要があると考えます。  

つきましては，市政全般に高い見識をお持ちでいらっしゃ

る，  

櫻井啓一委員に  

職務代理者をお願いしたいと思います。  
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（ 議 事 録 署 名

委員の指名）  

大森議長  

 

 

 

 

３．議事  

大森議長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（議案第 1 号） 

高橋幹事  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よろしくお願いいたします。  

 

 

 

続きまして，当審議会条例の施行規則第３条に基づき，本

日の会議の議事録署名委員といたしまして，菊池昭吾委員と

蟹江教子委員のお二人を指名したいと思います。よろしくお

願いいたします。  

 

 

それでは，会議次第に従い議事を進めてまいります。  

本日の議題といたしまして，議案は３件となります。  

議案第１号  宇都宮都市計画ごみ処理場の変更  

 議案第２号  立地適正化計画について  

 議案第３号  市街化調整区域の整備及び保全の方針につい

てであります。  

これらの議案につきましては，議案第１号，第２号につき

ましては平成２９年７月１４日付，宮都第２５０号にて諮問

があったものであります。  

議案第３号につきましては平成２８年１２月１２日付，宮

都第４８２号にて市長から諮問があり平成２８年１２月２１

日の第６６回都市計画審議会に付議され，継続審議となって

いるものであります。議案第２号及び議案第３号につきまし

ては，継続審議として今後も引続き審議を行う予定となって

おります。  

そ れ で は 事 務 局 よ り 議 案 第 １ 号 の 説 明 を お 願 い い た し ま

す。  

 

 

都市計画課長高橋でございます。着座にて説明させていた

だきます。よろしくお願いします。  

それでは，お手元の資料に基づきまして，議案第１号「宇

都宮都市計画ごみ処理場」の変更，「宇都宮市プラスチック製

容器包装資源化施設」の変更につきまして，ご説明いたしま

す。  

最初に議案第１号の１ページをご覧ください。こちらは，

今回変更しようとします「宇都宮市プラスチック製容器包装

資源化施設」の「計画書」でございます。当施設につきまし

ては，下荒針また飯田町に整備された，面積約３．１ｈａの
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ごみ処理場で，処理能力につきましては１日あたり３６ｔと

なっているところでございます。  

２ページをご覧ください。こちらは，変更前と変更後の「新

旧対照表」でございます。今回変更しようとする箇所につい

てでございますが，面積の部分で，現在，区域面積約３１，

２００㎡でございますが，変更後は，約３０，７００㎡とな

るところでございます。  

次に，３ページをご覧ください。こちらは変更の理由とな

ってございます。こちらにつきましては，議案の説明の後に，

「説明資料１」にて，詳細についてはご説明させていただき

ます。  

続きまして４ページ，こちらは総括図でございます。また，

５ページについては計画図でございます。  

そして，６ページでございますが，こちらは，ちょっと線

が細くて見にくいのですが，新旧対照図となってございます。

黄色の線が元々の敷地の線で，赤い線が変更後の敷地となり，

図で示している左下の部分が変更する箇所となってございま

す。  

それでは，「説明資料１」，Ａ３版横になりますが，右上に

「 説 明 資 料 １ 」 と 書 か れ て い る 資 料 を ご 覧 く だ さ い 。 ま ず ，

「位置と現況」についてでございますが，市の中心部より西

方約７ｋｍに位置し，南東方向には東北自動車道，南方向に

は主要地方道 宇都宮・鹿沼線，鹿沼街道がございます。こち

らの敷地には，以前，宇都宮市下荒針清掃工場があり，老朽

化あるいは社会情勢の変化によりまして，平成１２年１０月

に運転を停止したところでございます。そこへ，「宇都宮市プ

ラスチック製容器包装資源化施設」を整備するために、平成

２１年にごみ焼却場としての都市計画決定を廃止いたしまし

て，ごみ処理場を新たに都市計画に定めたという経緯がござ

います。  

次に，「２変更の理由」についてでございますが，５行目か

らになりますが，施設の稼働から７年が経過する中で，容器

包装全体の簡素化あるいは軽量化や，リサイクル意識の定着

によるごみ総排出量の減少，スーパーなどの店頭回収の自主

的な取組などの普及により，計画当初の見込みを下回る処理

量で推移していく見通しとなったところにより，当初，処理

施設付帯用地として活用を計画していた用地につきまして，

必要無くなったというところでございます。  

このような中，地域の重要な防災拠点でございます，消防
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分団詰所につきまして，老朽化に伴い移転候補地を選定する

中で，当該未利用地における立地検討を行った結果，管轄す

る地域へのアクセス性に優れ，また，十分な敷地が確保でき

るなど，災害対応において優位性が高く，地域の防災拠点と

しての適地と評価したところでございます。こうしたことか

ら，公共用地の有効活用を図り，公益性の高い地域の防災拠

点でございます，消防分団詰所を整備するため，都市計画の

変更を行うものでございます。  

（１）の変更の内容についてでございますが，現在の敷地

面積約３１，２００㎡から，３０，７００㎡へ変更し，具体

的には資料の右上にございます，敷地南西部の区域の一部を

除外するものでございます。変更前が左側で変更後が右側に

なってございます。  

次に，施設の概要を参考までに記載してございます。「３施

設概要」についてでございます。敷地の面積については，約

３１，２００㎡でございますが，建物・床面積については，

鉄骨造２階建て，床面積約４，４００㎡の処理棟，床面積約

６００㎡の管理棟がございます。主な機能や設備につきまし

ては，処理前・処理後のストックヤードや選別・圧縮梱包ラ

インなどでございます。  

（２）処理能力についてでございますが，本市と上三川町

か ら 発 生 す る プ ラ ス チ ッ ク 製 容 器 包 装 や 白 色 ト レ イ を 対 象

に，選別，破袋，圧縮梱包，保管を行う施設でございます。

保管後は，「日本容器包装リサイクル協会」へ搬出され，その

後，リサイクルされる流れとなってございます。計画処理能

力は，１日３６ｔ，ピークの最大処理量につきましては，年

間約９，０００ｔと計画してございます，  

（３）処理量の見通しについてでございますが，平成２８

年３月に改定いたしました「宇都宮市一般廃棄物処理基本計

画」によりますと，約４，０００ｔで推移していく見通しと

なってございます。  

最後に，都市計画の手続きの経緯を報告させていただきま

す。  

変更する都市計画素案を作成し，都市計画法第１６条に基

づく「素案の縦覧」について，「広報うつのみや５月号」に掲

載し，５月１５日から２週間縦覧を実施いたしましたところ，

縦覧者は１名，意見申出書の提出はございませんでした。ま

た，都市計画素案をもとに，都市計画案を作成し，都市計画

法第１７条に基づく「都市計画案の縦覧」について，「広報う
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大森議長  

 

 

 

今井委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大森議長  

 

 

橋本幹事  

 

 

 

 

 

 

 

 

つのみや７月号」に掲載し，７月４日から２週間実施したと

ころ，縦覧者，及び意見書の提出はございませんでした。以

上をもちまして，議案第１号「宇都宮都市計画ごみ処理場の

変更宇都宮市プラスチック製容器包装資源化施設」の説明を

終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。  

 

はい。ありがとうございました。事務局からのご説明が終

わりましたので，委員の皆様からご意見，ご質問等ありまし

たらお願いいたします。  

 

これはこれとしてよろしいかと思っておりますが，公共用

地 そ し て 消 防 分 団 の 詰 所 と い う 位 置 付 け と い う こ と で す か

ら，せっかく消防の方もいらっしゃっているので，今後の方

向性について確認をしておきたいと思います。今，消防団に

おける詰所というのは，よく話題になっておりますが，出動

する際に車を停める所すらないため，路上駐車をし，出動す

るなんていう話題も出ております。そういう意味では，地域

の拠点ということで，消防分団の詰所が，都市計画変更する

ことにより，一定の面積が確保できるという部分については，

よろしいかなというふうには思います。また，今後の動向と

して消防の方にお聞きしたいのですが，こういった条件があ

った場合，こういった面積を確保するという方向性というも

のは，今後どうなるのでしょうか。例えば土地面積はあるが，

どちらかというと総平米数が決められて詰所が建てられてい

たという経過も中にはあるものですから，せっかくなので今

後の方向性というものを聞いておきたいと思います。  

 

はい，ご質問ありがとうございました。それでは事務局の

方でお願いします。  

 

ただ今の団詰所の面積のご質問ですが，現在１つの団の詰

所の基本的な面積というのは，１５０㎡とさせていただいて

おります。今回は５００㎡ということですが，こちらの地域

の実情や各周辺の分団との連携といったものが非常に必要に

なってくる点がございます。また，消防活動上，山林が多い

など，そういった面がございますので，今回は５００㎡とさ

せていただいております。なお，今後も個別に判断をしなが

ら，地域に貢献できるような詰所造りを検討してまいりたい

と考えております。以上です。  
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今井委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大森議長  

 

 

高橋幹事  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今井委員  

 

 

 

大森議長  

 

森岡委員  

 

 

 

それはそれでよろしいかと思います。確かに地域における

分団の詰所という部分について，この部分はこの地区の拠点

になるということで，そういう意味では拠点化という部分も

必要なのだろうと思います。例えば，同じく屋板清掃工場が

廃炉になるという流れがある中，今後の動向を考えるのであ

れば，そういった拠点化という部分を鑑みた場合に，同じよ

うな考え方，現象，方向性というものが生まれてくるのかと

いう思いがあったものですから，あえて質問をさせていただ

きました。そういった場合でも都市計画決定において，不要

と言ったら失礼になりますが，不要な土地の有効活用ができ

るということであれば，積極的に都市計画の中身の中で変更

していくという方向性にあるのかどうかだけ，聞かせていた

だきたいと思います。  

 

ご質問ございましたが，事務局の方でお答えできますでし

ょうか。  

 

今回のケースは，ごみ処理場として有効活用できるスペー

スがあったということと，消防団の詰所の建て替えの適地が

両方満たされていたというところがあります。そのため，例

えば今井委員が言われた屋板清掃工場に，消防団の話が仮に

あったとして，その消防団詰所の移転する際の条件等はある

ものと思います。アクセス性や皆さんが集まりやすい，そう

いう適地と照らし合わせた上でそこが望ましいということで

あれば，当然公共施設，公共用地の適正，有効活用の観点か

らもそういうことは可能であるかと思います。ありきという

ことではなく，適地としての評価があった上で，そういうこ

とは可能かと思います。  

 

分かりました。そういう事例が考えられるという部分で，

質問をさせていただきましたので，この案件については可で

良いのかなと思っております。以上です。  

 

それでは森岡委員お願いします。  

 

説明資料の中に，当初，処理施設付帯用地として活用を計

画していた用地について必要性がなくなったとありますが，

処理施設付帯用地として，何をどういうふうに活用を考えて
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森岡委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大森議長  

 

橋本幹事  

 

 

 

 

高橋幹事  

 

 

いたのでしょうか。それが何故今回必要なくなったのか，ま

ずそこをお願いします。  

 

ただ今のご質問でございますが，この用地につきましては，

当初このプラスチック容器包装の作業の中で，ごみを集める

重機等のメンテナンス場所や，消耗品等をストックするよう

な倉庫を将来建設できる用地として，想定をしていたところ

でございます。しかし，先程ご説明しましたとおり，今後ご

みの処理量については，著しく量が増えないという統計が出

ております。また，お手元の資料１を見ていただきたいので

すが，中央ほどに処理施設がございますが，この施設の右側，

こちらが現在更地になっており，将来の建て替え予定地とし

て土地確保は十分されております。そのため，今後のごみの

処理量を踏まえまして，万が一何か建物が必要になっても，

こちらに一画を確保できるという見通しが立ちましたことか

ら，ご説明の５００㎡の敷地につきましては，将来は必要が

ないだろうと判断いたしました。  

 

分かりました。もう１つ質問があります。先程の今井委員

の質問と重なりますが，たまたま今回都市計画決定がされた

施設なので，この場で議論になるのだと思いますが，こうい

う公共用地，市の用地について，そこが遊休地というか，遊

んでいるような土地であれば，消防分団の詰所として活用も

可能だという宇都宮市として大きな方向性があった上で，先

程都市計画課長が言ったように，色々検討した結果，ここが

適地だということになったのか。あるいは，たまたまここだ

けが特例という形で場所が決まったのかについてお尋ねをし

たいと思います。  

 

はい，ご質問ありがとうございます。お願いします。  

 

基本的に，まず公共や市の土地といったものを探します。

民有地の施設もこれまでありましたが，代替わり等で，将来

的に利用が難しくなるといったことがございますので，でき

る限りそういう土地を探し，更新してまいりたいと思います。

 

実は一昨年に，市の公共施設全体をどうマネージメントし

ていくかという計画を作っております。それは，人口減少社

会における箱物について，合築等により，どう効率的に建て
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各委員  

 

大森議長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ .その他  

大森議長  

 

 

上田書記  

 

 

 

替え等をしていくかといったものであります。その中には当

然公共施設の長寿命化等もあり，その考え方からすると，極

力そういうストックは活用していくというベースがございま

す。そういったことから，今回は消防詰所というテーマで，

周辺のある一定のエリア内で適地を探さなくてはならないと

いうことで公共施設，あるいは民有地などを色々検討した中，

最終的に宇都宮市が持つこのごみ処理場が一番良いというこ

とで，今回の手続きに至ったという流れでございます。宇都

宮市全体としての考え方がベースとしてあります。  

 

分かりました。そういうことであれば，地域にとって非常

に良い施設だと思います。  

 

他にございますか。それではご質問，ご意見等出尽くしま

したようですので，お諮りしたいと思いますが，議案第１号

については原案通り異存なしということでご異議ございませ

んか。  

 

意義なし。  

 

それでは，議案第１号については，「原案どおり異存なし」

と答申することといたします。  

  

続きまして，議案第２号と議案第３号につきましては，審

議を非公開といたします。  

 

 【議案第２号及び議案第３号について審議（非公開）】  

 

それでは，議案第３号の審議が終わりましたので，ここか

らは再び会議を公開いたします。  

 

 

続きまして，「その他」に移ります。  

事務局から何かございますか。  

 

事務局からご報告がございます。参考資料として配布させ

ていただきました宇都宮市都市計画マスタープランの改定に

ついてでありますが，都市計画マスタープランにつきまして

は，今年度から来年度にかけて改定を進めていまいります  
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大森議長  

 

 

大森議長  

 

神山書記  

 

 

５ .閉会  

大森議長  

 

 なお，改定にあたりましては，都市計画審議会にて継続的

に御審議いただきながら進めてまいりたいと思いますので，

よろしくお願いいたします。  

 

事務局から報告がありました。委員の皆様から御意見・御

質問等ありましたらお願いします。  

 

 事務局から他に何かございますか。  

 

本日の会議資料ですが，議案第１号以外の資料は全て事務

局より回収させていただきますので，御了承ください。  

 

 

それでは，以上をもちまして「第６９回宇都宮市都市計画

審議会」を閉会いたします。長時間の御審議ありがとうござ

いました。  

 


